
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

島 根 県 報
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(

条

例
第
六
七
号)

一

条
例
の
概
要

次
に
掲
げ
る
条
例
の
引
用
条
項
等
規
定
の
整
理

ｌ

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例

�

島
根
県
行
政
機
関
等
設
置
条
例

�

島
根
県
手
数
料
条
例

�

食
品
衛
生
法
施
行
条
例

�

とヽ
畜
場
法
施
行
令
第
一
条
第
十
一
号
の
構
造
設
備
の
基
準
を
定
め
る
条
例

二

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
の�

に
つ
い
て
は
、
食
品
衛
生
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
日

(

平
成
十
六
年
二
月
二
十

七
日)

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇$
%
&
�
'
(
 
�
)
*
�
�
	
�
�
�
�
�
�
�
�
�
(

条
例
第
六
八
号)

一

条
例
の
概
要

ｌ

広
瀬
土
木
事
務
所
、
仁
多
土
木
事
務
所
、
大
田
土
木
建
築
事
務
所
及
び
津
和
野
土
木
事
務

所
の
事
業
所
化
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
事
務
所
を
条
例
で
定
め
る
行
政
組
織
か
ら
削
除
し
、
事

務
を
統
合
す
る
事
務
所
の
所
管
区
域
を
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
十
条
・
附
則
第
四
項

関
係)

平成��年��月��日 号外第���号(�)

松
江
土
木
建
築
事

務
所 名

称 改

正

前

松
江
市
、
八

束
郡

土
木
に
関
す

る
事
務 所

管

区

域

上
欄
の
区
域

の
ほ
か
安
来

市
、
能
義
郡

建
築
に
関
す

る
事
務

松
江
土
木
建
築

名

称
改

正

後

松
江
市
、
安
来

市
、
八
束
郡
、

所
管
区
域

(

土

木
及
び
建
築
に

関
す
る
事
務)

号
外
第
一
四
〇
号

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

(

金
曜
日)

+
,

�
�食

品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係

(

総

務

課)

五

条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

島
根
県
行
政
機
関
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

人

事

課)

七

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

〃

)

九

島
根
県
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
関
す
る
条
例
の
一
部

(

〃

)

一
〇

を
改
正
す
る
条
例

島
根
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

財

政

課)

一
一

島
根
県
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す

(
情

報

政

策

課)

一
四

る
法
律
施
行
条
例

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の

(

政
策
企
画
監
室)

一
六

一
部
を
改
正
す
る
条
例

島
根
県
花
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例

(

生

産

振

興

課)
一
七

島
根
県
立
三
瓶
自
然
館
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
設
置
及
び
管
理

(

景

観

自

然

課)
二
三

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

島
根
県
風
致
地
区
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

都

市

計

画

課)

二
五

島
根
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

建

築

住

宅

課)

二
六
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島 根 県 報

�

そ
の
他
規
定
の
整
理

二

施
行
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
(

条
例
第
六
九
号)

一

条
例
の
概
要

次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い
て
、
そ
の
適
用
の
除
外
対
象
と
さ
れ
て
い
る
任
用
期
間
の
定
め
の

あ
る
職
員
か
ら
、
育
児
休
業
に
伴
う
任
期
付
採
用
職
員
を
除
く
こ
と
と
し
た
。

(

第
五
条
の
二

第
一
項
関
係)

�

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

�

職
員
の
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例

�

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

二

施
行
期
日

平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇�
�
�
�
�
�
�
�
�
	
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
(

条
例
第
七
〇

号)一

条
例
の
概
要

指
定
管
理
者
制
度
に
よ
り
管
理
を
行
わ
せ
て
い
る
も
の
が
す
る
事
務
の
執
行
に
対
し
て
、
包

括
外
部
監
査
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
二
条
関
係)

二

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇�
�
�
�
 
!

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
(

条
例
第
七
一
号)

一

条
例
の
概
要

�

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料

(

別
表
十
二
の
項
関
係)

引
用
す
る
法
律
の
条
項
の
整
理

�

肥
料
取
締
法
関
係
手
数
料

(

別
表
三
十
六
の
項
関
係)

引
用
す
る
法
律
の
条
項
の
整
理

�

漁
船
法
関
係
手
数
料

(

別
表
四
十
三
の
項
関
係)

引
用
す
る
法
律
の
条
項
の
整
理

�

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料

(

別
表
五
十
三
の
項
関
係)

貸
金
業
者
の
登
録
及
び
登
録
の
更
新
事
務
に
係
る
手
数
料
の
改
正

�

建
設
業
法
関
係
手
数
料

(

別
表
五
十
五
の
項
関
係)

平成��年��月��日 号外第���号 (�)

津
和
野
土
木
事
務

所 益
田
土
木
建
築
事

務
所

川
本
土
木
建
築
事

務
所

大
田
土
木
建
築
事

務
所

仁
多
土
木
事
務
所

木
次
土
木
建
築
事

務
所

広
瀬
土
木
事
務
所

鹿
足
郡

益
田
市
、
美

濃
郡

邑
智
郡

大
田
市
、
邇

摩
郡

仁
多
郡

大
原
郡
、
飯

石
郡

安
来
市
、
能

義
郡

上
欄
の
区
域

の
ほ
か
鹿
足

郡 上
欄
の
区
域

上
欄
の
区
域

上
欄
の
区
域

の
ほ
か
仁
多

郡

益
田
土
木
建
築

事
務
所

川
本
土
木
建
築

事
務
所

木
次
土
木
建
築

事
務
所

事
務
所

益
田
市
、
美
濃

郡
、
鹿
足
郡

大
田
市
、
邇
摩

郡
、
邑
智
郡

仁
多
郡
、
大
原

郡
、
飯
石
郡

能
義
郡

貸
金
業
者
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う

と
す
る
者

貸
金
業
者
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る

者 手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

四
三
、
〇
〇
〇
円

四
三
、
〇
〇
〇
円

改

正

前
手

数

料

の

額

一
五
〇
、
〇
〇
〇
円

一
五
〇
、
〇
〇
〇
円

改

正

後

���������������������������������������������������������������������������������
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島 根 県 報

経
営
事
項
審
査
に
係
る
手
数
料
の
改
正

�

そ
の
他
規
定
の
整
理

二

施
行
期
日

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
の�

に
つ
い
て
は
平
成
十
六
年
一
月

一
日
、
一
の�

に
つ
い
て
は
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�


�
�
�
�
�
�
(

条
例
第
七
二

号)一

条
例
の
概
要

�

自
己
に
係
る
電
子
証
明
書
の
発
行
を
申
請
す
る
者
は
、
電
子
証
明
書
の
提
供
を
受
け
る
際
、

当
該
電
子
証
明
書
に
係
る
手
数
料

(

以
下

｢

発
行
手
数
料｣

と
い
う
。)

を
知
事
に
納
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

(

第
二
条
第
一
項
関
係)

�

知
事
は
、
納
付
さ
れ
た
発
行
手
数
料
を
指
定
認
証
機
関
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
と

し
た
。

(

第
二
条
第
二
項
関
係)

�

指
定
認
証
機
関
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
知
事
の
承
認
を
受
け
、
電
子
証
明
書
の
発
行
に
係
る

電
子
計
算
機
処
理
等
に
要
す
る
費
用
を
基
礎
と
し
て
発
行
手
数
料
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し

た
。

(

第
二
条
第
四
項
・
第
六
項
関
係)

�

署
名
検
証
者
は
、
保
存
期
間
に
係
る
失
効
情
報
の
提
供
又
は
失
効
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
提
供

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
失
効
情
報
又
は
失
効
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
提
供
に
係
る
手
数
料

(

以

下

｢

情
報
提
供
手
数
料｣

と
い
う
。)

を
指
定
認
証
機
関
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
し
た
。

(

第
三
条
第
一
項
関
係)

�

指
定
認
証
機
関
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
知
事
の
承
認
を
受
け
、
署
名
検
証
者
が
失
効
情
報
又

は
失
効
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
提
供
を
受
け
る
目
的
の
公
共
性
、
方
法
等
を
考
慮
し
て
署
名
検
証

者
に
対
す
る
情
報
提
供
手
数
料
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
三
条
第
三
項
・
第
五
項

関
係)

二

施
行
期
日

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る

こ
と
と
し
た
。

◇�
�
�
 
!
�
"
�


�
�
�
#
$
�
%
�
�
�
�


�
�
�
&
'
(
)
*
�


�
�
(

条
例
第

七
三
号)

一

条
例
の
概
要

�

島
根
県
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
に
基
づ

く
事
務
の
う
ち
、
次
の
事
務
を
新
た
に
市
町
村
に
移
譲
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
二
条
の
表

第
二
十
六
号
関
係)

�

電
子
証
明
書
の
発
行
に
係
る
手
数
料

(

以
下

｢

発
行
手
数
料｣

と
い
う
。)

を
徴
収
す

る
事
務

�

徴
収
し
た
発
行
手
数
料
を
指
定
認
証
機
関
へ
納
付
す
る
事
務

�

そ
の
他
規
定
の
整
理

二

施
行
期
日

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る

こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
の�

に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇�
�
�
+
,
-
.
/
0
1
�
�
(

条
例
第
七
四
号)

一

条
例
の
概
要

�

花
ふ
れ
あ
い
公
園
を
花
振
興
セ
ン
タ
ー
の
有
料
施
設
と
し
、
使
用
料
を
定
め
る
こ
と
と
し

た
。

(

第
六
条
・
別
表
関
係)

平成��年��月��日 号外第���号(�)

経
営
事
項
審
査
を

受
け
よ
う
と
す
る

者
イ

経
営
状
況

分
析
に
係
る

も
の

ロ

そ
の
他
の

も
の

手
数
料
を
納
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

者

改

正

前

一
五
、
九
〇
〇
円

八
、
五
〇
〇
円
に
審

査
に
係
る
建
設
業
一

種
類
に
つ
き
二
、
五

〇
〇
円
を
加
算
し
た

額 手
数
料
の
額

総
合
評
定
値
の
通

知
を
請
求
し
よ
う

と
す
る
者

経
営
規
模
等
評
価

を
受
け
よ
う
と
す

る
者

手
数
料
を
納
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

者

改

正

後

四
〇
〇
円
に
審
査
に

係
る
建
設
業
一
種
類

に
つ
き
二
〇
〇
円
を

加
算
し
た
額

八
、
一
〇
〇
円
に
審

査
に
係
る
建
設
業
一

種
類
に
つ
き
二
、
三

〇
〇
円
を
加
算
し
た

額 手
数
料
の
額

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
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島 根 県 報

�

花
ふ
れ
あ
い
公
園
及
び
同
公
園
の
附
帯
施
設
の
管
理
を
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て

知
事
が
指
定
す
る
者

(

以
下

｢

指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)

に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
九
条
関
係)

�

指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
、
管
理
の
基
準
、
業
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
十
条
―
第
十
七
条
・
第
十
九
条
関
係)

二

施
行
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以

後
の
管
理
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
は
、
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
た
。

◇�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
(

条
例
第
七
五
号)

一

条
例
の
概
要

�

県
立
ふ
れ
あ
い
の
里
奥
出
雲
公
園

(

以
下

｢

ふ
れ
あ
い
の
里｣

と
い
う
。)

を
県
立
三
瓶

自
然
館
の
附
属
施
設
と
し
て
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
三
条
関
係)

�

ふ
れ
あ
い
の
里
の
施
設
に
係
る
使
用
料
の
設
定

(

別
表
第
一
関
係)

�

島
根
県
立
ふ
れ
あ
い
の
里
奥
出
雲
公
園
条
例
の
廃
止

(

附
則
第
二
項
関
係)

二

施
行
期
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇�
�
�
 
!
"
#
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
(

条
例
第
七
六
号)

一

条
例
の
概
要

雇
用
・
能
力
開
発
機
構
を
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

(

第
二
条
第
三
項
関
係)

二

施
行
期
日

平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇�
�
�
$
%
&
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
(

条
例
第
七
七
号)

一

条
例
の
概
要

県
営
住
宅
の
設
置
を
定
め
た
別
表
に
吉
田
団
地
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

(

別
表
関
係)

二

施
行
期
日

規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

平成��年��月��日 号外第���号 (�)

そ
の
他
の
者

(

未
就
学
児
を
除

く
。)

小
学
校
の
児
童
、
中
学
校
若
し

く
は
高
等
学
校
の
生
徒
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
者

区

分

二
〇
〇
円

一
〇
〇
円

個
人
の
場
合

使
用
料
の
額

(

一
人
一
回
に
つ
き)一

六
〇
円

八
〇
円

団
体

(

二
十
人
以
上
の
場

合
を
い
う
。)

の
場
合
そ

の
他
知
事
が
定
め
る
割
引

制
度
に
該
当
す
る
場
合

大
型
ケ
ビ
ン

施
設
の
名
称

休

憩

宿

泊

区

分

一
棟
一
時
間
に
つ
き

一
、
三
九
〇
円

一
棟
一
夜
に
つ
き

一
八
、
七
〇
〇
円

使

用

料

の

額

テ
ン
ト
サ
イ
ト

グ
リ
ル
ケ
ビ
ン

バ
ン
ガ
ロ
ー

小
型
ケ
ビ
ン

休

憩

宿

泊

休

憩

宿

泊

休

憩

宿

泊

テ
ン
ト
一
張
り
一
日
に
つ
き

五
九
〇
円

一
棟
一
時
間
に
つ
き

三
三
〇
円

一
棟
一
夜
に
つ
き

四
、
五
〇
〇
円

一
棟
一
時
間
に
つ
き

四
五
〇
円

一
棟
一
夜
に
つ
き

六
、
三
〇
〇
円

一
棟
一
時
間
に
つ
き

五
九
〇
円

一
棟
一
夜
に
つ
き

八
、
四
〇
〇
円

����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������
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�
�
�
�
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島 根 県 報

�
�

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
	



食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

(

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

�
�
�

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
四
十
六
年
島
根
県
条
例
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

とヽ
畜
場
法｣
を

｢

と
畜
場
法｣

に
、

｢

第
十
条｣

を

｢

第
十
四
条｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

とヽ
畜
場
法

第
二
条
第
一
項｣

を

｢

と
畜
場
法
第
三
条
第
一
項｣
に
、

｢

と
殺｣

を

｢

と
さ
つ｣

に
改
め
る
。

(

島
根
県
行
政
機
関
等
設
置
条
例
の
一
部
改
正)

�
�
�

島
根
県
行
政
機
関
等
設
置
条
例

(

昭
和
五
十
二
年
島
根
県
条
例
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

とヽ
畜
場
法｣

を

｢

と
畜
場
法｣

に
、

｢

第
十
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
四
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

(

島
根
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正)

�

�

島
根
県
手
数
料
条
例

(

平
成
十
二
年
島
根
県
条
例
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
十
九
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成��年��月��日 号外第���号(�)



島 根 県 報

(

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正)

�
�
�

食
品
衛
生
法
施
行
条
例

(

平
成
十
一
年
島
根
県
条
例
第
五
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

第
十
九
条
の
十
八
第
二
項｣

を

｢

第
五
十
条
第
二
項｣

に
改
め
る
。

第
三
条
中

｢

第
二
十
条｣

を

｢

第
五
十
一
条｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

第
二
十
一
条｣

を

｢

第
五
十
二
条
第
一
項｣
に
改
め
る
。

第
六
条
中

｢

第
二
十
九
条
第
三
項｣

を

｢

第
六
十
二
条
第
三
項｣

に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中

｢

第
二
十
一
条
第
一
項｣

を

｢

第
五
十
二
条
第
一
項｣
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中

｢

第
二
十
一
条｣

を

｢

第
五
十
二
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
第
三
の
一
中

｢

第
十
九
条
の
十
七｣

を

｢

第
四
十
八
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

平成��年��月��日 号外第���号 (�)

二
十
九

と
畜
場

法
関
係
手
数
料

一�

と
畜
場
法

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

法｣

と
い

う
。)

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
と
畜
場
の
設
置
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
二�

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
簡
易
と
畜
場
の
設
置
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

三�

法
第
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
獣
畜
の
と
さ
つ
又
は
解
体
の
検

査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ

牛

(

犢と
く

を
除
く
。)

又
は
馬

(

ハ
を
除
く
。)

ロ

そ
の
他
の
も
の

(

ハ
を
除
く
。)

ハ

病
畜

二
万
三
千
四
百
円

一
万
円

九
百
円

四
百
六
十
円

千
五
百
六
十
円



島 根 県 報

別
表
第
二
の
第
二
の
二
の
��
の
一�
の
�
及
び
�
中

｢

と
殺｣

を

｢

と
さ
つ｣

に
改
め
、
同
表
第
二
の
第
四
中

｢

第
七
条
の
三
第
一
項｣

を

｢

第

十
三
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

(
とヽ
畜
場
法
施
行
令
第
一
条
第
十
一
号
の
構
造
設
備
の
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正)

�
�
�

とヽ
畜
場
法
施
行
令
第
一
条
第
十
一
号
の
構
造
設
備
の
基
準
を
定
め
る
条
例

(

平
成
十
五
年
島
根
県
条
例
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

題
名
及
び
本
則
中

｢
とヽ
畜
場
法
施
行
令｣

を

｢

と
畜
場
法
施
行
令｣

に
改
め
る
。

�
�

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の
規
定
は
、
食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
五
年
法
律
第
五

十
五
号)

附
則
第
一
条
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

島
根
県
行
政
機
関
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
	
�


�
�


島
根
県
行
政
機
関
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

島
根
県
行
政
機
関
等
設
置
条
例

(

昭
和
五
十
二
年
島
根
県
条
例
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中

｢

等｣

を
削
り
、
同
条
第
一
項
中

｢

土
木
建
築
事
務
所｣

を

｢
、
土
木
建
築
事
務
所｣

に
改
め
、

｢

、
土
木
に
関
す
る
事
務

を
分
掌
さ
せ
る
た
め
土
木
事
務
所
を｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

及
び
土
木
事
務
所｣
を
削
り
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成��年��月��日 号外第���号(�)



島 根 県 報

附
則
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

�
�

(

施
行
期
日)

ｌ

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

�

こ
の
条
例
の
施
行
の
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)
前
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
木
事
務
所
又
は
土
木
建
築
事
務
所

(

以
下

｢

土

木
事
務
所
等｣

と
い
う
。)

の
長
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
土
木
事
務
所
等
の
長
に
対
し
て
し
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
島
根
県
行
政
機
関
等
設
置
条
例

(

以
下

｢

改
正
後
の
条
例｣

と
い
う
。)

第
十
条
第
二
項
に
規

定
す
る
土
木
建
築
事
務
所

(

以
下

｢

土
木
建
築
事
務
所｣

と
い
う
。)

の
長
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
土
木
建
築
事
務
所
の
長
に
対
し
て

し
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

平成��年��月��日 号外第���号 (�)

益
田
土
木
建
築
事
務
所

浜
田
土
木
建
築
事
務
所

川
本
土
木
建
築
事
務
所

出
雲
土
木
建
築
事
務
所

木
次
土
木
建
築
事
務
所

松
江
土
木
建
築
事
務
所

名

称

益

田

市

浜

田

市

邑
智
郡
川
本
町

出

雲

市

大
原
郡
木
次
町

松

江

市

位

置

益
田
市
、
美
濃
郡
、
鹿
足
郡

浜
田
市
、
江
津
市
、
那
賀
郡

大
田
市
、
邇
摩
郡
、
邑
智
郡

出
雲
市
、
平
田
市
、
簸
川
郡

仁
多
郡
、
大
原
郡
、
飯
石
郡

松
江
市
、
安
来
市
、
八
束
郡
、
能
義
郡

所

管

区

域



島 根 県 報

�

施
行
日
前
に
大
田
土
木
建
築
事
務
所
の
建
築
主
事
が
建
築
に
関
す
る
事
務
と
し
て
し
た
確
認
そ
の
他
の
行
為
又
は
建
築
主
事
に
対
し
て
し
た
建

築
に
関
す
る
事
務
に
係
る
申
請
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
後
の
条
例
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
川
本
土
木
建
築
事
務
所

(

以
下

｢

川
本
土
木
建

築
事
務
所｣

と
い
う
。)

の
建
築
主
事
が
し
た
確
認
そ
の
他
の
行
為
又
は
川
本
土
木
建
築
事
務
所
の
建
築
主
事
に
対
し
て
し
た
申
請
そ
の
他
の
行

為
と
み
な
す
。

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
	



職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

(

平
成
四
年
島
根
県
条
例
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中

｢

職
員｣

の
下
に

｢
(

以
下

｢

任
期
付
採
用
職
員｣

と
い
う
。)

｣
を
加
え
る
。

第
五
条
の
二
の
見
出
し
中

｢

の
任
期
の
更
新｣

を
削
り
、
同
条
中

｢

規
定
に
よ
り｣

の
下
に

｢

任
期
付
採
用
職
員
の｣

を
、

｢

あ
ら
か
じ
め｣

の

平成��年��月��日 号外第���号(�)

津
和
野
土
木
事
務
所

大
田
土
木
建
築
事
務
所

仁
多
土
木
事
務
所

広
瀬
土
木
事
務
所

益
田
土
木
建
築
事
務
所

川
本
土
木
建
築
事
務
所

木
次
土
木
建
築
事
務
所

松
江
土
木
建
築
事
務
所
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下
に

｢

当
該
任
期
付
採
用｣

を
加
え
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

任
期
付
採
用
職
員
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

一

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
島
根
県
条
例
第
一
号
。
以
下

｢

職
員
の
給
与
条
例｣

と
い
う
。)

第
十
七
条

二

職
員
の
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
七
年
島
根
県
条
例
第
十
号)

第
十
三
条

三

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
島
根
県
条
例
第
八
号)

第
一
条
の
二
第
一
項
第
四
号

第
五
条
の
三
第
一
項
中

｢

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
六
年
島
根
県
条
例
第
一
号
。
以
下

｢

職
員
の
給
与
条
例｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

職
員
の
給
与
条
例｣

に
改
め
る
。

第
七
条
中

｢
(

昭
和
二
十
九
年
島
根
県
条
例
第
八
号)
｣

を
削
る
。

�
�

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

島
根
県
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
	


�

島
根
県
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

島
根
県
外
部
監
査
契
約
に
基
づ
く
監
査
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
一
年
島
根
県
条
例
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中

｢

委
託
し｣

を

｢

行
わ
せ｣

に
、

｢

当
該
委
託｣

を

｢

当
該
管
理
の
業
務｣

に
改
め
る
。

平成��年��月��日 号外第���号 (��)
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�
�

(
施
行
期
日)

�
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

�

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
五
年
法
律
第
八
十
一
号)

に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法

(

昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
を
委
託
し
て
い
る
公
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規

定
に
よ
る
委
託
を
行
っ
て
い
る
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

島
根
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
	


�
�

島
根
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

島
根
県
手
数
料
条
例

(

平
成
十
二
年
島
根
県
条
例
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九
号
と
す
る
。

別
表
十
二
の
項
第
七
号
中

｢

第
十
四
条
第
四
項｣

を

｢

第
十
四
条
第
六
項｣
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中

｢

第
十
四
条
第
五
項｣

を

｢

第
十
四
条
第

七
項｣

に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中

｢

第
十
四
条
の
四
第
四
項｣

を

｢

第
十
四
条
の
四
第
六
項｣

に
改
め
、
同
項
第
十
四
号
中

｢

第
十
四
条
の
四
第

五
項｣

を

｢

第
十
四
条
の
四
第
七
項｣

に
改
め
、
同
項
第
十
八
号
中

｢

第
十
五
条
の
二
の
四
第
一
項｣

を

｢

第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項｣

に
改
め

平成��年��月��日 号外第���号(��)
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る
。別

表
三
十
六
の
項
第
一
号
イ
中

｢

第
四
条
第
一
項
第
三
号｣

を

｢

第
四
条
第
一
項
第
六
号｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中

｢

第
四
条
第
一
項
第
四
号｣

を

｢

第
四
条
第
一
項
第
七
号｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中

｢

第
四
条
第
一
項
第
三
号｣

を

｢

第
四
条
第
一
項
第
六
号｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中

｢

第
四

条
第
一
項
第
四
号｣

を

｢

第
四
条
第
一
項
第
七
号｣

に
改
め
る
。

別
表
四
十
三
の
項
第
一
号
中

｢

第
九
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

第
十
一
条
第
三
項｣

を

｢

第
十
二
条
第
三

項｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

｢

第
十
一
条
の
二｣

を

｢

第
十
三
条｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

｢

第
十
四
条
第
一
項｣

を

｢

第
十
七
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

｢
第
十
八
条｣

を

｢

第
二
十
一
条｣

に
改
め
る
。

別
表
五
十
三
の
項
手
数
料
の
額
の
欄
中

｢

四
万
三
千
円｣

を

｢

十
五
万
円｣

に
改
め
る
。

別
表
五
十
五
の
項
第
一
号
中

｢
建
設
業
法
第
三
条
第
一
項
各
号｣

を

｢

法
第
三
条
第
一
項
各
号｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。別

表
五
十
五
の
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

平成��年��月��日 号外第���号 (��)

六�

法
第
二
十
七
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
経
営
規
模
等
評
価
を
受
け
よ
う
と

す
る
者

八
千
百
円
に
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三

第
一
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
が
審
査

を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業

(

以
下
こ

の
項
に
お
い
て

｢

審
査
対
象
建
設
業｣

と
い
う
。)

一
種
類
に
つ
き
二
千
三
百

円
と
し
て
計
算
し
た
額
を
加
算
し
た
額
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別
表
六
十
六
の
項
第
一
号
中

｢

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
。｣

を
削
る
。

�
�

(

施
行
期
日)

ｌ

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
五
十
三
の
項
の
改
正
規
定
は
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
三
条
第
一
項
の
改

正
規
定
及
び
別
表
五
十
五
の
項
の
改
正
規
定
は
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

�

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
島
根
県
手
数
料
条
例
別
表
五
十
三
の
項
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
一
月
一
日
以
後
に
さ
れ
る
貸
金
業
の
規
制
等
に

関
す
る
法
律
及
び
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六

号
。
以
下

｢

改
正
法｣

と
い
う
。)

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
。

以
下

｢

新
法｣

と
い
う
。)

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
す
る
貸
金
業
者
の
登
録
及
び
そ
の
更
新
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
以
後
に
さ
れ
る
新
法
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
す
る
貸
金
業
者
の
登
録
及
び
そ
の
更
新
で
同
日
前
に
さ
れ
た
改

正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
す
る
貸
金
業
者

の
登
録
の
申
請
及
び
そ
の
更
新
の
申
請
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

平成��年��月��日 号外第���号(��)

七�

法
第
二
十
七
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
総
合
評
定
値
の
通
知
を
請
求
し
よ

う
と
す
る
者

四
百
円
に
審
査
対
象
建
設
業
一
種
類
に

つ
き
二
百
円
と
し
て
計
算
し
た
額
を
加

算
し
た
額
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島
根
県
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
	



島
根
県
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

(

趣
旨)

�
�
�

こ
の
条
例
は
、
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
。
以
下

｢

法｣

と
い

う
。)

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

利
用
者
に
対
す
る
発
行
手
数
料)

�
	
�

申
請
者

(

法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
者
を
い
う
。)

は
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
証
明
書

(

同
条
第
六
項
に
規
定
す

る
電
子
証
明
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
提
供
を
受
け
る
際
、
当
該
電
子
証
明
書
に
係
る
手
数
料

(

以
下

｢

発
行
手
数
料｣

と
い
う
。)

を
知

事
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
発
行
手
数
料
を
指
定
認
証
機
関

(

法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
認
証
機
関
で
あ
っ

て
、
知
事
が
同
項
に
規
定
す
る
認
証
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

�

指
定
認
証
機
関
は
、
法
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
発
行
手
数
料
を
収
入
と
し
て
収
受
す
る
も
の
と
す
る
。

�

発
行
手
数
料
の
額
は
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
認
証
機
関
が
行
う
法
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
電
子
証
明
書
の
発
行

に
係
る
電
子
計
算
機
処
理
等
に
要
す
る
費
用

(

次
項
に
お
い
て

｢

電
子
証
明
書
の
発
行
に
係
る
電
子
計
算
機
処
理
等
に
要
す
る
費
用｣

と
い

う
。)

を
基
礎
と
し
て
、
当
該
指
定
認
証
機
関
が
定
め
る
。

�

指
定
認
証
機
関
は
、
電
子
証
明
書
の
発
行
に
係
る
電
子
計
算
機
処
理
等
に
要
す
る
費
用
の
増
減
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

平成��年��月��日 号外第���号 (��)
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発
行
手
数
料
の
額
の
改
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。

�

前
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
認
証
機
関
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
発
行
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(

署
名
検
証
者
に
対
す
る
情
報
提
供
手
数
料)

�
�
�

署
名
検
証
者

(

法
第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
署
名
検
証
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

は
、
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
存

期
間
に
係
る
失
効
情
報
の
提
供

(

第
三
項
第
一
号
に
お
い
て

｢

保
存
期
間
に
係
る
失
効
情
報
の
提
供｣

と
い
う
。)

又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
保
存
期
間
に
係
る
失
効
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
提
供

(

第
三
項
第
二
号
に
お
い
て

｢

保
存
期
間
に
係
る
失
効
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
提
供｣

と
い

う
。)

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
失
効
情
報
又
は
失
効
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
提
供
に
係
る
手
数
料

(

以
下

｢

情
報
提
供
手
数
料｣

と
い
う
。)

を
指

定
認
証
機
関
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

指
定
認
証
機
関
は
、
法
第
三
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
情
報
提
供
手
数
料
を
収
入
と
し
て
収
受
す
る
も
の
と
す
る
。

�

情
報
提
供
手
数
料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を
基
礎
と
し
署
名
検
証
者
が
失
効
情
報
又
は
失
効
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
提
供
を
受
け
る
目
的

の
公
共
性
及
び
方
法
を
考
慮
し
て
、
指
定
認
証
機
関
が
定
め
る
。

一

保
存
期
間
に
係
る
失
効
情
報
の
提
供
に
係
る
電
子
計
算
機
処
理
等
に
要
す
る
費
用

二

保
存
期
間
に
係
る
失
効
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
提
供
に
係
る
電
子
計
算
機
処
理
等
に
要
す
る
費
用

�

指
定
認
証
機
関
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
増
減
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
情
報
提
供
手
数
料
の
額
の
改
定
を
行
う

も
の
と
す
る
。

�

前
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
認
証
機
関
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
情
報
提
供
手
数
料
の
額
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

(

規
則
へ
の
委
任)

平成��年��月��日 号外第���号(��)
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�
�
�

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
及
び
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

�
�

こ
の
条
例
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
	
�


�
�


知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
一
年
島
根
県
条
例
第
四
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
第
十
四
号
の
上
欄
中

｢

漁
港
法｣

を

｢
漁
港
漁
場
整
備
法｣

に
改
め
、
同
表
第
二
十
三
号
の
上
欄
の
��
中

｢

��
か
ら
��｣

を

｢

��
か

ら
��｣

に
改
め
、
同
欄
の
��
中

｢

��｣

を

｢

��｣

に
改
め
、
同
表
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

平成�	年��月��日 号外第�
�号 (��)

二
十
六

島
根
県
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

(

平
成
十
五
年
島
根

県
条
例
第
七
十
二
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

｢

条
例｣

と
い
う
。)

に
基
づ
く
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

も
の

�

条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
発
行
手
数
料
の
徴
収

�

条
例
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
発
行
手
数
料
の
指
定
認
証
機
関
へ
の
納
付

各
市
町
村
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�
�

こ
の
条
例
は
、
電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号)

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
表
第
十
四
号
及
び
第
二
十
三
号
に
係
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

島
根
県
花
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
	


�
�

島
根
県
花
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例

島
根
県
花
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例

(

平
成
十
年
島
根
県
条
例
第
十
四
号)

の
全
部
を
改
正
す
る
。

(

趣
旨)

�

�

こ
の
条
例
は
、
島
根
県
花
振
興
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(

設
置
の
目
的)

�
�
�

花
き
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
栽
培
技
術
の
向
上
を
図
る
こ
と
に
よ
り
花
き
園
芸
の
振
興
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
花
き
に
親
し
む
機

会
を
提
供
す
る
た
め
、
島
根
県
花
振
興
セ
ン
タ
ー

(

以
下

｢

セ
ン
タ
ー｣
と
い
う
。)

を
出
雲
市
に
設
置
す
る
。

(

花
ふ
れ
あ
い
公
園)

�
�
�

花
き
に
親
し
む
機
会
を
提
供
す
る
た
め
の
施
設
と
し
て
、
セ
ン
タ
ー
に
花
ふ
れ
あ
い
公
園

(

以
下

｢

公
園｣

と
い
う
。)

を
設
置
す
る
。

(

使
用
の
許
可)

平成��年��月��日 号外第���号(��)
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�
�
�

公
園
の
施
設
及
び
設
備

(

以
下

｢

施
設
等｣

と
い
う
。)

を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

知
事
は
、
公
園
の
施
設
等
の
使
用
の
目
的
、
方
法
等
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
項
の
許
可
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号)

第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
の
財
産
上

の
利
益
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三

公
園
の
施
設
等
及
び
展
示
物
を
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
園
の
管
理
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�

知
事
は
、
公
園
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

許
可
の
取
消
し
等)

�
�
�

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
、
又
は
公
園
の
管
理
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二

前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
に
付
し
た
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

三

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
と
き
。

(

使
用
料)

�
�
�

公
園
の
施
設
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者

(

未
就
学
児
を
除
く
。
以
下

｢

使
用
者｣

と
い
う
。)

は
、
別
表
に
定
め
る
使
用
料
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

使
用
料
の
減
免)

�
�
�

知
事
は
、
公
益
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成��年��月��日 号外第���号 (��)
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(

使
用
料
の
不
還
付)

�
�
�

既
に
納
付
さ
れ
た
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
使
用
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
公
園
の
施
設
を
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
一
部
又
は
全
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理)

�
�

�

公
園
及
び
公
園
の
附
帯
施
設

(

以
下

｢

公
園
等｣

と
い
う
。)

の
管
理
は
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
、
知
事
が
指
定
す
る
も
の

(

以
下

｢

指
定
管
理
者｣

と
い
う
。)

に
こ
れ
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

(

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務)

�
�
�

指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

公
園
等
の
施
設
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
園
等
の
運
営
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
知
事
の
み
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
除
く
業
務

(

指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
等)

�
�
�
�

知
事
は
、
指
定
管
理
者
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
を
除
き
、
公
募
す
る
も
の
と
す
る
。

�

第
九
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
申
請
書
に
事
業
計
画
書
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
が
定
め

る
期
日
ま
で
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

指
定
管
理
者
の
指
定)

�
�
�
�

知
事
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
を
い
ず
れ
も
満
た
す
も
の
の
う
ち
、
公
園
等
の
管
理
を
行
わ
せ
る
の
に
最
も
適
し
た
団
体
を
候
補

者
と
し
て
選
定
し
、
議
会
の
議
決
を
経
て
指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

事
業
計
画
書
の
内
容
が
、
住
民
の
平
等
な
使
用
が
図
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
図
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

事
業
計
画
書
の
内
容
が
、
県
内
の
花
き
園
芸
の
振
興
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

平成��年��月��日 号外第���号(��)
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三

事
業
計
画
書
の
内
容
が
、
公
園
等
の
施
設
等
の
適
切
な
維
持
管
理
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
管
理
に
係
る
経
費
の
縮
減

が
図
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

当
該
団
体
が
、
事
業
計
画
書
に
沿
っ
た
管
理
を
安
定
し
て
行
う
物
的
能
力
及
び
人
的
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(

事
業
報
告
書
の
作
成
及
び
提
出)

�
�
�
�

指
定
管
理
者
は
、
規
則
で
定
め
る
日
ま
で
に
、
公
園
等
の
管
理
の
業
務
に
関
し
、
規
則
で
定
め
る
内
容
を
記
載
し
た
事
業
報
告
書
を
作

成
し
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

業
務
報
告
の
聴
取
等)

�
�
�
�

知
事
は
、
公
園
等
の
管
理
の
適
正
を
期
す
る
た
め
、
指
定
管
理
者
に
対
し
、
そ
の
管
理
の
業
務
又
は
経
理
の
状
況
に
関
し
定
期
に
又
は

必
要
に
応
じ
て
臨
時
に
報
告
を
求
め
、
実
地
に
調
査
し
、
又
は
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

指
定
の
取
消
し
等)

�
�
�
�

知
事
は
、
指
定
管
理
者
が
前
条
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
、
そ
の
他
指
定
管
理
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
当
該
指
定
管
理
者

に
よ
る
管
理
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

�

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
場
合
に
お
い
て
指
定
管

理
者
に
損
害
が
生
じ
て
も
、
知
事
は
そ
の
賠
償
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

(

公
園
の
開
園
時
間)

�
�
�
�

公
園
の
開
園
時
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
知
事
の
承
認
を
得
て
、

こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

三
月
か
ら
十
月
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

平成��年��月��日 号外第���号 (��)
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二

十
一
月
か
ら
翌
年
の
二
月
ま
で

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

(
公
園
の
休
園
日)

�
�
�
�

公
園
の
休
園
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
管
理
者
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
知
事
の
承
認
を
得
て
、
休

園
日
に
開
園
し
、
又
は
臨
時
に
休
園
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

月
曜
日

(
そ
の
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
翌

日
以
降
の
最
初
の
休
日
で
な
い
日)

二

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で

(

損
害
賠
償)

�
�
�
�

指
定
管
理
者
又
は
セ
ン
タ
ー
を
使
用
す
る
者
は
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
セ
ン
タ
ー
の
施
設
、
設
備
又
は
展
示
物
を
破
損
し
、
又
は
滅

失
し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

秘
密
保
持
義
務)

�
�
�
�

指
定
管
理
者
は
、
セ
ン
タ
ー
が
保
有
す
る
個
人
情
報

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

保
有
個
人
情
報｣

と
い
う
。)

の
漏
え
い
、
滅
失
又

は
き
損
の
防
止
そ
の
他
の
保
有
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定

管
理
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
知
事
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

指
定
管
理
者
若
し
く
は
指
定
管
理
者
で
あ
っ
た
も
の
又
は
第
十
条
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
そ
の
業
務
に

関
し
て
知
り
得
た
個
人
情
報
の
内
容
若
し
く
は
管
理
上
の
秘
密
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

(

原
状
回
復
義
務)

�
�
�
�

指
定
管
理
者
は
、
そ
の
指
定
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
、
又
は
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
若
し
く
は
期

間
を
定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
管
理
を
し
な
く
な
っ
た
公
園
等
を
速
や
か
に
原
状
に
回

平成��年��月��日 号外第���号(��)
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復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
の
承
認
を
得
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(
委
任)

�
�
�
�
�

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

�
�

(

施
行
期
日)

�

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

準
備
行
為)

�

第
十
二
条
に
規
定
す
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
も
第
十
一
条
の
規
定
の
例
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

�
	
(

第
六
条
関
係)

平成��年��月��日 号外第���号 (��)

そ
の
他
の
者

小
学
校
の
児
童
、
中
学
校
若
し
く
は
高
等
学

校
の
生
徒
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者

区

分

二
〇
〇
円

一
〇
〇
円

個

人

の

場

合

使

用

料

の

額

(

一
人
一
回
に
つ
き)

一
六
〇
円

八
〇
円

団
体

(

二
十
人
以
上
の
場
合
を
い
う
。)

の

場
合
そ
の
他
知
事
が
別
に
定
め
る
割
引
制
度

に
該
当
す
る
場
合



島 根 県 報

島
根
県
立
三
瓶
自
然
館
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
	



島
根
県
立
三
瓶
自
然
館
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

島
根
県
立
三
瓶
自
然
館
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

(

平
成
三
年
島
根
県
条
例
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

大
田
市｣

の
下
に

｢

及
び
飯
石
郡
掛
合
町｣

を
加
え
る
。

第
三
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

ふ
れ
あ
い
の
里
奥
出
雲
公
園

(

以
下

｢

ふ
れ
あ
い
の
里｣

と
い
う
。)

第
四
条
第
二
項
中

｢

自
然
館｣

の
下
に

｢

又
は
そ
の
附
属
施
設｣

を
加
え
る
。

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

原
状
回
復
の
義
務)

�
�
�
�

ふ
れ
あ
い
の
里
の
施
設
の
使
用
を
終
え
た
者
は
、
速
や
か
に
当
該
施
設
を
原
状
に
復
し
、
又
は
搬
入
し
た
物
件
を
撤
去
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

平成��年��月��日 号外第���号(��)
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別
表
第
一
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考一

｢

宿
泊｣

と
は
午
後
四
時
か
ら
翌
日
の
午
前
十
時
ま
で
の
間
に
使
用
す
る
場
合

(

知
事
が
定
め
る
場
合
を
除
く
。)

を
い
い
、

｢

休
憩｣

と
は
午
前
十
一
時
か
ら
そ
の
日
の
午
後
三
時
ま
で
の
間
に
使
用
す
る
場
合

(

知
事
が
定
め
る
場
合
を
除
く
。)

を
い
う
。

二

時
間
又
は
日
を
単
位
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
使
用
時
間
が
一
時
間
未
満
又
は
一
日
未
満
の
と
き
は
一
時
間
又
は
一
日
と
し
、
そ
の

使
用
時
間
に
一
時
間
未
満
又
は
一
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
時
間
は
一
時
間
又
は
一
日
と
し
て
計
算
す
る
。

三

｢

テ
ン
ト｣

と
は
、
テ
ン
ト
、
タ
ー
プ
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
い
う
。
�

�

(

施
行
期
日)

平成��年��月��日 号外第���号 (��)

大
型
ケ
ビ
ン

休
憩
宿
泊

一
棟
一
時
間
に
つ
き

一
、
三
九
〇
円

一
棟
一
夜
に
つ
き

一
八
、
七
〇
〇
円

ふ
れ
あ
い
の
里

テ
ン
ト
サ
イ
ト

グ
リ
ル
ケ
ビ
ン

バ
ン
ガ
ロ
ー

小
型
ケ
ビ
ン

休
憩
宿
泊
休
憩
宿
泊
休
憩
宿
泊

テ
ン
ト
一
張
り
一
日
に
つ
き

五
九
〇
円

一
棟
一
時
間
に
つ
き

三
三
〇
円

一
棟
一
夜
に
つ
き

四
、
五
〇
〇
円

一
棟
一
時
間
に
つ
き

四
五
〇
円

一
棟
一
夜
に
つ
き

六
、
三
〇
〇
円

一
棟
一
時
間
に
つ
き

五
九
〇
円

一
棟
一
夜
に
つ
き

八
、
四
〇
〇
円



島 根 県 報

ｌ

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
島
根
県
立
ふ
れ
あ
い
の
里
奥
出
雲
公
園
条
例
の
廃
止)

�
島
根
県
立
ふ
れ
あ
い
の
里
奥
出
雲
公
園
条
例

(

昭
和
五
十
七
年
島
根
県
条
例
第
二
十
五
号)

は
、
廃
止
す
る
。

(

準
備
行
為)

�

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
使
用
に
係
る
ふ
れ
あ
い
の
里
の
施
設
の
使
用
の
許
可
そ
の
他
ふ
れ
あ
い
の
里
の
運
営
に
関
し
必
要
な
準
備
行
為

は
、
同
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

島
根
県
風
致
地
区
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
	



島
根
県
風
致
地
区
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

島
根
県
風
致
地
区
条
例

(

昭
和
四
十
五
年
島
根
県
条
例
第
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構

�
�

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成��年��月��日 号外第���号(��)



毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日
印
刷

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日
発
行

発
行
者

島

根

県

発
行
所

松
江
市
殿
町

島

根

県

庁

印

刷

松
江
市
学
園
南

松
陽
印
刷
所

定
価
一
箇
月

金
二
千
四
百
二
十
円

(

送
料
共)

島 根 県 報

島
根
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

島
根
県
知
事

澄

田

信

義

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	

島
根
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

島
根
県
営
住
宅
条
例

(

昭
和
三
十
四
年
島
根
県
条
例
第
四
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中

｢

飯

田

団

地｣

を

｢
飯

田

団

地

吉

田

団

地｣

に
改
め
る
。



�

こ
の
条
例
は
、
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成��年��月��日 号外第���号 (��)


